
島根県教育委員会

お子さまのお子さまの

子どもたちが達成感や充実感を感じ
夢や希望をもち　学び続け

自立や社会参加を
実現していくことを目指して

就学のために就学のために



島根の特別支援教育「多様な学びの場」島根の特別支援教育「多様な学びの場」

就学～小学校・小学部 中学校・中学部 高等学校・高等部

小学校・中学校・義務教育学校

通常の学級

通級による指導

知的障がい、肢体不自由、
病弱及び身体虚弱、
弱視、難聴、自閉症・情緒障がい

言語障がい、自閉症、情緒障がい、
弱視、難聴、学習障がい、
注意欠陥多動性障がい、
肢体不自由、病弱及び身体虚弱

特別支援学級

視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、
肢体不自由、病弱

幼稚部：盲学校、松江ろう学校
　　　　　　　　浜田ろう学校
通級による指導：松江ろう学校
　　　　　　　　浜田ろう学校

通級による指導

・拠点校の巡回指導
・自校通級
・ろう学校の巡回指導

視覚障がい、聴覚障がい、
知的障がい、

肢体不自由、病弱

「個別の教育支援計画」/「個別の指導計画」 支援を切れ目なく繋いでいくために、
本人や保護者と一緒に作成します。

島根の特別支援教育について、より詳しく知りたい方はこちらへ

特別支援学校　小学部・中学部

高　等　学　校

特別支援学校高等部
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　本県では、「地域の中で障がいのある子どもが持てる力を十分に発揮し、力強く、
自分らしく生きる」ことを目指し、特別支援教育の更なる充実を図っています。
　障がいのあるなしにかかわらず、すべてのお子さまが、できる限り共に学ぶこと
を追求しながら、多様で柔軟な学びの場の教育環境を整え、障がいのあるお子さまに、
それぞれの時点での最も必要な教育を提供できるよう、一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な指導と必要な支援を行っています。

詳しくはこちらへ➡

※専攻科は盲学校・松江ろう学校
　に設置されています。

※専攻科

〈県内の県立高校による実施状況〉

「個別の支援計画」（就労先・進学先等への移行）

本課ＨＰ刊行物ページへ

※

※これまでの教育課程を含め、生徒
　の教育的ニーズを総合的に勘案した
　うえで適切な進路指導を行います



　小・中学校等における通常の学級、通級に
よる指導、特別支援学級、特別支援学校での

多様な学びの場

一人一人の持っている力や教育的ニーズに応じた、自立や社会参加を目指す学びができます。
学習上又は生活上の困難さを改善・克服するための指導を、より専門的かつ一人一人に適した環境で受けることができます。
障がいの状態により通学が困難なお子さまに対しては、教員が家庭や病院などに出向いて指導する訪問教育を行うことがあります。

【多様な学びの場の連続性】 【就学先や学びの場の柔軟な見直し】

　就学の際に決定した「学びの場」は固定し

たものではなく、お子さま一人一人の発達

段階や適応の状況、各教科等の学習の習得

状況等を十分に踏まえた上で、必要によって

柔軟に変更をすることができます。

　そのためには、学校で定期的に教育相談や関

係者会議等が行われ、必要に応じて個別の教育

支援計画等が見直されていることが大切です。

自宅・病院における訪問学級

特別支援学校

特別支援学級

通級による指導

専門的スタッフを配置して通常の学級

専門家の助言を受けながら通常の学級

ほとんどの問題を通常の学級で対応

必
要

の
あ

る
時

の
み

可
能
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1   通常の学級における指導

2   通級による指導

3   特別支援学級における指導

　集団の中で、必要に応じて合理的配慮等、特別な支援を受けながら学ぶことができます。
　お子さまの障がいの状態等に応じた指導内容や指導方法を工夫し、担任を中心として学校全体として進めていきます。

　通常の学級に在籍し各教科等の授業を受けながら、一部学びの困難さの状況に応じた専門的な指導を受けることができます。
　　自校通級・・・お子さまの学校での実施（学校に通級指導教室が設置されている場合）
　　他校通級・・・通級指導教室が設置されている学校に定期的に通っての実施
　　巡回指導・・・お子さまの学校で、通級による指導担当教員が巡回しての実施

　小集団で一人一人の持っている力や教育的ニーズに応じた自立と社会参加を目指す学びができます。
　小・中学校等の学級の一つであり、基本的には、小・中学校の学習指導要領に沿った教育が行われます。実態に応じて、
特別支援学校小・中学部の学習指導要領を参考にした教育課程を編成することもできます。
　また、入院中のお子さまが学習を行うための「院内学級」を設置している学校もあります。

県内の院内学級を設置している病院（学校）

小学校・中学校・義務教育学校における教育

特別支援学校　小学部・中学部における教育

松江市：松江市立病院（松江市立乃木小学校・松江市立湖南中学校）
出雲市：島根大学医学部附属病院（出雲市立塩冶小学校・出雲市立第二中学校）
　　　　島根県立中央病院（出雲市立四絡小学校・出雲市立第三中学校）
益田市：益田赤十字病院（益田市立吉田小学校・益田市立益田中学校）



障がいのあるお子さまの就学先決定の流れ障がいのあるお子さまの就学先決定の流れ
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本人・保護者の意見を最大限尊重（可能な限りその意向を尊
重）し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行う
ことを原則とし、最終的に市町村教育委員会が就学先を決定
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情報の引継ぎ /個別の教育支援計画の作成・活用

就学相談・教育相談（相談の場は裏面をご覧ください）

就
学
に
関
す
る
事
前
の
相
談
・
支
援

　お子さま・保護者の方の意見が最大限尊重されながら、市町村教育委員会、学校等とともに、お子さまに必要な教育
と支援についての話し合いを十分に重ねた上で、最終的には市町村教育委員会がお子さまの就学先を決定します。
　通級による指導の利用、特別支援学級への入級、特別支援学校への就学の対象となるお子さまの詳細については、お
住まいの市町村教育委員会、または県教育委員会におたずねください。

就学先・学びの場の決定に向けて就学先・学びの場の決定に向けて

手続の流れ手続の流れ

　保護者の方の了解のもと、「個別の教育支援計画」が作成されることで、早期からの教育相談の記録や支援
の内容などの情報を必要に応じて関係各所と共有することができます。また、個人情報の取扱いに十分留意
された上で、成長段階に応じた引継ぎに活用されることで、お子さまと保護者の方への支援が切れ目なく続く
ことが期待されます。

個別の教育支援計画とは？

　障がいのあるお子さま一人一人の教育的ニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考え
の下、保健、医療、福祉、労働等の関係機関との連携を図りながら、乳幼児期から学校卒業までの長期的視野
に立って、一貫して的確な支援を行うために、障がいのあるお子さま一人一人について作成した計画です。　　

県  教  委

※就学先決定後
も柔軟に就学先
を見直していく
（総合的判断）



教　育　委　員　会 〒 所　在　地 電　話

   松 江 市 教 育 委 員 会 　
発達・教育相談支援センター「エスコ」 690-00451
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0852－55－5420
0852－55－5455松江市乃白町32－2

692-8686 0854－23－3192安来市安来町878－2

693-8530 0853－21－6324出雲市今市町70

699-1392
0854－40－1067

0854－40－1084
雲南市木次町里方521－1

699-1832 0854－52－2672仁多郡奥出雲町横田1037

690-3513 0854－76－3944飯石郡飯南町下赤名880

697-8501 0855－25－9711浜田市殿町1

694-0064 0854－83－8124大田市大田町大田口1111

695-0011 0855－52－7495江津市江津町954－59

696-0001 0855－72－0704邑智郡川本町大字川本332－15

699-4692 0855－75－1217邑智郡美郷町粕渕168

696-0317 0855ー83ー1127邑智郡邑南町淀原153－1

698-0024 0856－31－0451益田市駅前町17-1 駅前ビルEAGA内1F

699-5605 0856－72－1854鹿足郡津和野町後田口64－6

699-5513 0856－77－1285鹿足郡吉賀町六日市648

684-0403 08514－2－1222隠岐郡海士町大字海士1490

684-0303 08514－6－0171隠岐郡西ﾉ島町大字美田600－4

684-0102 08514－8－2301隠岐郡知夫村1053－1

685-8585 08512－2－2095隠岐郡隠岐の島町下西78－2

安 来 市 教 育 委 員 会

出 雲 市 教 育 委 員 会

 雲 南 市 教 育 委 員 会 　

こども家庭センター内「すワン」

奥 出 雲 町 教 育 委 員 会

飯 南 町 教 育 委 員 会

浜 田 市 教 育 委 員 会

大 田 市 教 育 委 員 会

江 津 市 教 育 委 員 会

川 本 町 教 育 委 員 会

美 郷 町 教 育 委 員 会

邑 南 町 教 育 委 員 会

益 田 市 教 育 委 員 会

津 和 野 町 教 育 委 員 会

吉 賀 町 教 育 委 員 会

海 士 町 教 育 委 員 会

西 ノ 島 町 教 育 委 員 会

知 夫 村 教 育 委 員 会

隠 岐 の 島 町 教 育 委 員 会

お子さま一人一人の障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るため、
下記の機関では、随時保護者の方からの就学相談や教育相談に応じています。

就 学 相談・教 育 相談 の場就 学 相談・教 育 相談 の場

〒 6 9 0 - 8 5 0 2  松 江 市 殿 町 1 番 地
（ T E L ）0 8 5 2 - 2 2 - 6 7 1 0

〒 6 9 3 - 0 0 2 1  出 雲 市 塩 冶 町 8 9 - 1  
島 根 大 学 医 学 部 附 属 病 院
外 来 棟 2 階 　 小 児 科 外 来

（ T E L ）0 7 0 - 1 2 6 3 - 2 2 2 5
島 根 県 教 育 庁 特 別 支 援 教 育 課

島根県教育庁特別支援教育課

市町 村教 育委員会

島 根県教 育委員会 島根県医療的ケア児支援センター ど ん ぐり

検索☜ 島根 県医 療的ケア児 支 援センター 検 索☜こ ち ら か ら も
ご 覧 い た だ け ま す

こ ち ら か ら も
ご 覧 い た だ け ま す



島 根県教 育センター

幼児から高校生までのお子さまと保護者の方、学校関係者等

学校教育や家庭教育に関する様々な不安や悩み、心配なこと
（学習・生活・発達・対人関係等）

来所相談（要予約）：火～金曜日
9:00~17:00【祝日・年末年始は除く】

電話相談：月～金曜日 9:30~17:00

来所相談（要予約）：月～金曜日（水曜日は午後のみ）
9:30~17:00【祝日・年末年始は除く】

医療が必要と考えられる
お子さまに関する相談・紹介
電話相談：火～金曜日 9:00~16:30
来所相談（要予約）水・木曜日
9:00~16:50【祝日・年末年始は除く】

〒690-0873
松江市内中原町 255-1

（電話）0852-22-5876

〒697-0023
浜田市長沢町 1550-1

（電話）0855-23-6784

〒693-0032
出雲市下古志町 1574-4
( 出雲市立神戸川小学校・河南中学校  若松分校内 )

（電話）0800-200-1556

★来所相談申し込み方法 : 電話予約

★申し込み方法 : 電話予約

利用対象者

相談の内容

相談日/受付時間

申 し 込 み
問い合わせ

東部発達障害者支援センター＜ウィッシュ＞ 西部発達障害者支援センター＜ウィンド＞

島根県にお住まいの自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）
などの発達障がいと診断されている方や、そのご家族の方。
発達障がいにかかわる支援者及び関係者の方々。＊診断がなくてもご相談をお受けしております。

発達障がいでの困りごとやライフステージに合わせた発達に関する相談支援・就労支援　
及び　発達障がいに関する普及啓発活動等

月曜日～金曜日（土日祝日・夏季休暇（8/13 ～ 15）・年末年始を除く）９：００～１７：００

〒693-0011　出雲市大津町 1139　
　　　　　      出雲合同庁舎 1F

（TEL）050-3387-8699　（FAX）050-3730-9745
（E-mail）wish@sazanami-g.jp

〒697-0005　浜田市上府町イ 2589
　　　　　　　　　   こくぶ学園内

（TEL）0855-28-0208　（FAX）0855-28-0217
（E-mail）wind1841@rhythm.ocn.ne.jp

利用対象者：幼児から高校生までのお子さまと保護者の方、学校関係者
相談の内容：支援内容・方法、関係機関についての情報提供、バリアフリー図書についての情報提供　等

県 立特別支 援 学 校

島 根県 発 達 障害 者支 援 センター

盲　　　 学　　　 校
松   江   ろ   う   学   校

松 江 養 護 学 校
安来分教室（高等部）

出 雲 養 護 学 校
大田分教室（小中学部）
邇摩分教室（高等部）
雲南分教室（高等部）

石 見 養 護 学 校
浜 田 養 護 学 校
益 田 養 護 学 校
隠 岐 養 護 学 校
出 雲 養 護 学 校
益 田 養 護 学 校

（0852）36-8221
（0852）36-7222

（0855）28-0146

（0852）26-6880
（0854）22-2680
（0853）43-2260
（0854）84-0213
（0854）88-9060
（0854）45-0388
（0855）95-0319
（0855）28-2200
（0856）31-5112
（08512）2-3593
（0853）43-2260
（0856）31-5112
（0852）36-8720
（0855）52-2613
（0855）52-2613
（0852）23-9500

松江市西浜佐陀町 468
松江市古志町 191-6

浜田市国分町 342-2

松江市西川津町 31
安来市佐久保町 115 安来高等学校内
出雲市神西沖町 2485
大田市久手町刺鹿 522-1
大田市仁摩町仁万 907 邇摩高等学校内
雲南市三刀屋町三刀屋 1212-32
邑智郡邑南町中野 2384-18
浜田市国分町 342-2
益田市横田町 2120-1
隠岐郡隠岐の島町城北町 363
出雲市神西沖町 2485
益田市横田町 2120-1
松江市東生馬町 11

https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/shimamou/
https://www.matsurou.ed.jp

https://www.hamarou.ed.jp

https://matsueyougo.ed.jp/

https://izumoyougo.ed.jp

https://iwami-yogo.ed.jp/
http://www.hamadayougo.ed.jp
https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/masudayougo/

種　別
視　覚

聴　覚

知
　
　
的

肢
体
不
自
由

病　弱

学　校　名 学　校　所　在　地 電　話 U　R　L

江 津 清 和 養 護 学 校
江 津 清 和 養 護 学 校
松 江 緑 が 丘 養 護 学 校

松 江 清 心 養 護 学 校

松江市上乃木五丁目 18-1

江津市渡津町 772
江津市渡津町 772

https://www.okiyougo.ed.jp/
https://izumoyougo.ed.jp
https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/masudayougo/
https://www.matsue-seishin.ed.jp
https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/gotsuseiwa/
https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/gotsuseiwa/
https://sites.google.com/ict.shimanet.ed.jp/midorigaoka/

（視覚に関する相談も行っています）
浜 田 ろ う 学 校

2026.3

島根県教育センター 島根県教育センター島根県教育センター
浜田教育センター

教育相談スタッフ
教育相談スタッフ

“こころ・発達” 教育相談室教育相談スタッフ

利用対象者

相談の内容

相  談  日
受付時間

申 し 込 み
問い合わせ


